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主題 「階段昇降介助」における利用者及び介助者自身の不安・負担軽減を図る 

副題 移動介助としての安全・安楽の追求 
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今回発表の 

事業所や 

サービスの 

紹介 

当事業所は 2001 年に足立区南西部に開設された訪問介護事業所で、現在では居宅介護

支援、通所介護、福祉用具貸与、及び障害者総合支援法における居宅介護や移動支援等

を併設しています。訪問介護として約 60 名、事業所全体では延べ 230 名強のご利用が

あります。比較的男性ヘルパーが多く、訪問介護稼働時間の約 60%を占めています。 

 

《１．研究(実践)前の状況と課題》 

在宅生活を送られる要介護者にとって、通

所や通院などの外出機会を確保することは、

生活の質を維持・向上させるために重要であ

るが、1 階が車庫や工場・商店跡などで２階

に居室のある住居、あるいはエレベーターの

ない集合住宅の２階以上に住む方にとって、

「階段昇降」は外出を阻む大きな要因である。 

環境的・経済的理由により昇降機等の活用

ができない場合、訪問介護による「階段昇降

介助」の要請を受けることがあるが、そもそ

も立位や歩行が困難な方を抱き抱えたり、負

ぶったりすることはリスクが高く、介護保険

の限度額や人員体制等の諸条件もある。 

これらの現状を踏まえた上で、より安全・

安楽な方法を追求し、この特殊な移動介助を

ひとつの介護技術として確立させることを事

業所の課題として、2014 年 7 月、訪問介護

事業部内に研究部会を立ち上げた。 

 《２．研究(実践)の目的ならびに仮説》 

たとえば車いすやベッドからの立ち上がり

や着座には、利用者及び介助者の負担が少な

いそれぞれの方法がある。さらに住環境につ

いては、直線や螺旋など階段の形状、通路の

幅、屋外で滑りやすいなどの具体的な情報が

必要になる。これらのことから、実際は多く

の情報と繊細な配慮を必要とする高度な介護

技術であるという認識に立ち、本研究の目標

を以下のように設定した。 

①特殊な移動介助として専用のアセスメント

シートを考案することで、情報収集をマニ

ュアル化する。 

②過去の事例を類型化するとともに、現在の

利用者への対応を文書化・画像化すること

で、情報共有しやすくする。 

以上から、「利用者及び介助者自身の不安・

負担軽減が図られ、その方法がチームとして

共有できるようになる」という仮説を立てた。 
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《３．具体的な取り組みの内容》 

１）月１回程度の会議時間を持ち、そのなか

で階段昇降の含まれる過去の事例、現在

の事例をピックアップし、負ぶるケース

や横抱き移動のケース、二人対応のケー

スなど類型化、マニュアル化し、ひやり

ハットについても解決策を話し合った。 

２）特殊な移動介助として専用アセスメント

シートのたたき台を作成し、必要な情報

の追加や修正を話し合った。 

３）現在の利用者・家族に承諾を得て、写真

に撮らせていただき、注意事項等を視覚

的に確認しやすくした。 

  ≪事例：Ａさん・Ｂさん≫ 

４）負ぶる際に利用者の身体を密着させるた

めの「介助帯」を作成し、それを活用し

ていくなかで、改良についても話し合っ

た。「介助帯」の作製には、裁縫業を営む

利用者家族の協力を得た。 

  ≪事例：Ｃさん≫ 

 

《４．取り組みの結果》 

１）階段昇降を含む移動介助に焦点を絞った

ことで、各訪問介護員の課題意識が高まり、

どのような階段か、どのような点に配慮す

る必要があるかなど、事業所内で話し合わ

れる機会が増えた。 

２）専用アセスメントシート（Ａ４・表裏）

を作成したことで、誰がアセスメントを実

施しても確認するポイントが標準化され

た。 

３）画像による視覚化で、介助方法の修正、

統一が図られた。 

４）「介助帯」に登山用カラビナをつけるなど

の改良が図られ、介護負担が軽減した。 

（カラビナは社長の私物の提供あり） 

５）利用者の具体的な変化が確認できた。 

Ａさん及びＢさんは、負ぶる際の身体の

負担を軽減する方法を研究、実施し、負

担を訴える声が聞かれなくなった。 

 Ｃさんは、徐々に負ぶる行為に慣れたた

めか、次第に周囲のものに掴まらなくな

り、約１ヵ月後には「介助帯」の装着に

協力する動きも見られ、介護が楽になっ

た。 

 

《５．考察、まとめ》 

本研究により、サービス向上の焦点化が図

られ、これまでの個別の配慮がチームとして

の統一性に広がり、多くの成果が得られた。

介護者の変化のみならず、具体的に利用者に

変化が現れたことが達成感につながった。 

 一方で、安全性を追求すればするほど、そ

れに限りがないことを実感した。常にリスク

がつきまとう移動介助において、さらに技術

や用具を検討し、安全性を追求していきたい。 

 

《６．倫理的配慮に関する事項》 

本研究発表を行うにあたり、利用者ご本人

もしくはご家族に口頭にて確認をし、本発表

以外では使用しないこと、それにより不利益

を被ることはないことを説明し、回答をもっ

て同意を得たこととした。 

 

《７．参考文献》 

●移動移乗技術研究会：編集（2012 年） 

「今日から実践“持ち上げない”移動・移乗

技術」中央法規 

●中村惠子：監修 山本康稔/佐々木良：著

（2005 年）「もっと！らくらく動作介助マ

ニュアル」医学書院 

 

《８．提案と発信》 

男性介護職というと「力仕事」を期待され

る傾向があるが、今回の研究により、「力」+

「繊細な配慮」を必要とする男性介護職の本

領が理解されることを期待する。 

また「階段昇降介助」という在宅サービス

ならではの介護技術について、単に危険とい

う一言では済まされない、重要な外出支援策

であるという認識が深まることを切に願う。 
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